
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
六
号
　
　
令
和
七
年
三
月
七
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報

号
外
第
六
号

令
和
七
年

三
月
七
日

金　曜　日

目

次

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
七
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委 

員 

長
　
　
堀
　
　
内
　
　
拓
　
　
三

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
八
中
第
十
六
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
八
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

九
　
保
安
警
察
の
情
報
収
集
活
動
に
関
す
る
指
導
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
風
俗
関
連
情
報
の
集
約
、
分
析
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
の
二
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
　
刑
事
手
続
I
T
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
の
三
第
二
項
中
「
前
条
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
」
を
「
前
条
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま

で
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
警
備
派
出
所
）
」
に
改
め
、
同
条
本
文
中
「
警
備
・
交
通
お
よ
び
刑

事
」
及
び
「
・
交
通
派
出
所
お
よ
び
検
問
所
」
を
削
る
。

別
表
第
一
保
安
の
部
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
　
に
改
め
、
同
表
刑
事
企
画
の
部
犯
罪
捜
査
指
導
支
援
室
の
款
指
導
の
項
中

　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
捜
査
第
一
の
部
検
視
指
導
室
の
款
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
警

備
第
二
の
部
航
空
隊
の
款
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
　
　
に
改
め
る
。

別
表
第
三
甲
府
警
察
署
の
部
貢
川
交
番
の
項
中
「
甲
府
市
上
石
田
一
丁
目
5
番
16
号
」
を
「
甲
府
市

徳
行
一
丁
目
四
番
二
〇
号
」
に
、
「
及
び
貢
川
二
丁
目
」
を
「
、
貢
川
二
丁
目
、
徳
行
一
丁
目
、
徳
行

二
丁
目
、
徳
行
三
丁
目
、
徳
行
四
丁
目
及
び
徳
行
五
丁
目
」
に
改
め
、
同
部
徳
行
警
察
官
駐
在
所
の
項

を
削
り
、
同
表
南
ア
ル
プ
ス
警
察
署
の
部
署
所
在
地
の
項
中
「
、
吉
田
」
及
び
「
、
上
今
井
」
を
削

り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

生
活
安
全
捜
査

第
一

生
活
安
全
捜
査

第
一

「

「
生
活
安
全
捜
査

第
一

生
活
安
全
捜
査

第
一

「

「

情
報

情
報

生
活
安
全
捜
査

第
一

生
活
安
全
捜
査

第
一

「

「

情
報

情
報

生
活
安
全
捜
査

第
一

生
活
安
全
捜
査

第
一

「

「

情
報

情
報

生
活
安
全
捜
査

第
一

生
活
安
全
捜
査

第
一

「

「

情
報

情
報

生
活
安
全
捜
査

第
一

生
活
安
全
捜
査

第
一

「

「

取
調
べ
・
通
信

傍
受

「

「

取
調
べ
・
通
信

傍
受

「

「

取
調
べ
・
通
信

傍
受

刑
事
手
続
I
T

化
推
進

「

「

検
視
第
一

検
視
第
一

「

「

検
視
第
一

検
視
第
一

「

「

検
視
企
画
・
指

導

検
視
企
画
・
指

導

検
視
第
一

検
視
第
一

「

「

整
備

整
備
班

「

「

整
備

整
備
班

特
務

特
務
班

「

「

整
備

整
備
班

特
務

特
務
班

「
「

若
草
交
番

南
ア
ル
プ
ス
市
寺

部
一
四
四
番
地
一

南
ア
ル
プ
ス
市
の
う
ち
吉
田
、
上
今
井
、
下
今

井
、
十
日
市
場
、
寺
部
、
加
賀
美
、
浅
原
、
藤

田
及
び
鏡
中
條



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
六
号
　
　
令
和
七
年
三
月
七
日

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
の
改
正
規
定
は
、

同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
三
南
ア
ル
プ
ス
警
察
署
の
部
若
草
警
察
官
駐
在
所
の
項
を
削
り
、
同
表
甲
斐
警
察
署
の
部
敷

島
交
番
の
項
を
削
り
、
同
部
竜
王
交
番
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

敷
島
交
番

甲
斐
市
島
上
条
一

七
七
一
の
二

甲
斐
市
の
う
ち
島
上
条
、
境
、
大
久
保
、
天
狗

沢
、
牛
句
、
亀
沢
、
打
返
、
漆
戸
、
獅
子
平
、

上
菅
口
、
下
菅
口
、
安
寺
、
神
戸
、
下
福
沢
、

上
福
沢
、
下
芦
沢
、
上
芦
沢
、
長
塚
、
大
下

条
、
中
下
条
、
吉
沢
及
び
千
田

別
表
第
三
富
士
吉
田
警
察
署
の
部
署
所
在
地
の
項
中
「
（
街
区
符
号
七
番
か
ら
九
番
ま
で
を
除

く
。
）
」
を
削
り
、
「
旭
五
丁
目
、
下
吉
田
」
を
「
旭
五
丁
目
」
に
改
め
、
「
、
下
吉
田
六
丁
目
、
下

吉
田
七
丁
目
、
下
吉
田
八
丁
目
、
下
吉
田
九
丁
目
、
下
吉
田
東
一
丁
目
（
街
区
符
号
三
〇
番
か
ら
三
三

番
ま
で
、
三
五
番
及
び
三
六
番
を
除
く
。
）
、
下
吉
田
東
二
丁
目
、
下
吉
田
東
三
丁
目
、
下
吉
田
東
四

丁
目
」
及
び
「
、
富
士
見
一
丁
目
、
富
士
見
二
丁
目
、
富
士
見
三
丁
目
、
富
士
見
四
丁
目
、
富
士
見
五

丁
目
、
富
士
見
六
丁
目
、
富
士
見
七
丁
目
」
を
削
り
、
同
部
富
士
山
駅
前
交
番
の
項
中
「
竜
ケ
丘
三
丁

目
（
街
区
符
号
七
番
か
ら
九
番
ま
で
に
限
る
。
）
、
下
吉
田
東
一
丁
目
（
街
区
符
号
三
〇
番
か
ら
三
三

番
ま
で
及
び
三
六
番
（
二
六
号
か
ら
三
八
号
ま
で
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
、
」
を
削
り
、
同
項
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

明
見
交
番

富
士
吉
田
市
小
明

見
五
丁
目
九
番
六

号

富
士
吉
田
市
の
う
ち
下
吉
田
、
下
吉
田
六
丁

目
、
下
吉
田
七
丁
目
、
下
吉
田
八
丁
目
、
下
吉

田
九
丁
目
、
下
吉
田
東
一
丁
目
、
下
吉
田
東
二

丁
目
、
下
吉
田
東
三
丁
目
、
下
吉
田
東
四
丁

目
、
富
士
見
一
丁
目
、
富
士
見
二
丁
目
、
富
士

見
三
丁
目
、
富
士
見
四
丁
目
、
富
士
見
五
丁

目
、
富
士
見
六
丁
目
、
富
士
見
七
丁
目
、
上
暮

地
、
上
暮
地
一
丁
目
、
上
暮
地
二
丁
目
、
上
暮

地
三
丁
目
、
上
暮
地
四
丁
目
、
上
暮
地
五
丁

目
、
上
暮
地
六
丁
目
、
上
暮
地
七
丁
目
、
上
暮

地
八
丁
目
、
大
明
見
、
大
明
見
一
丁
目
、
大
明

見
二
丁
目
、
大
明
見
三
丁
目
、
大
明
見
四
丁

目
、
大
明
見
五
丁
目
、
大
明
見
六
丁
目
、
小
明

見
、
小
明
見
一
丁
目
、
小
明
見
二
丁
目
、
小
明

見
三
丁
目
、
小
明
見
四
丁
目
、
小
明
見
五
丁

目
、
向
原
一
丁
目
、
向
原
二
丁
目
、
向
原
三
丁

目
及
び
向
原
四
丁
目

別
表
第
三
富
士
吉
田
警
察
署
の
部
上
暮
地
警
察
官
駐
在
所
、
明
見
第
一
警
察
官
駐
在
所
及
び
明
見
第

二
警
察
官
駐
在
所
の
項
を
削
る
。

附

則

若
草
交
番

南
ア
ル
プ
ス
市
寺

部
一
四
四
番
地
一

南
ア
ル
プ
ス
市
の
う
ち
吉
田
、
上
今
井
、
下
今

井
、
十
日
市
場
、
寺
部
、
加
賀
美
、
浅
原
、
藤

田
及
び
鏡
中
條


